
 

 

 

 

 

 

 

 

(一社)日本福祉のまちづくり学会 

第 18 回全国大会（柏大会）研究討論会 

オリンピック・パラリンピック 

の競技場・交通・情報提供の 

課題と今後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 2015 年 8 月 8 日（土）15:30-17:30 

場所 東大柏キャンパス 環境棟 FS ホール 

 



  



◆概要 

競技場、交通、情報提供それぞれの領域における調査（ロンドンを含む）結果の

基調報告を元に、2012 年のロンドンオリンピック・パラリンピック開催時の対応

やその後の変化から学ぶべきものを示します。また、障害者団体による競技場施

設などの調査及び提言、組織委員会等によるアクセシビリティガイドラインのと

りまとめ状況、情報提供の技術開発と求められる情報提示のあり方、東京におけ

るオリンピック・パラリンピック開催と終了後を見据えた福祉のまちづくりの成

果をどのように実現していくか、基調報告者を含めた関係パネリストによるディ

スカッションを行います。 

 

◆プログラム                           (敬称略) 

司会：澤田大輔（(公財)交通エコロジー・モビリティ財団） 

15:30-15:35 開催趣旨                  澤田大輔（前出） 

15:35-15:45 日本福祉のまちづくり学会のオリンピック・パラリンピックに向け

た動き 

秋山哲男（中央大学研究開発機構） 

15:45-16:30 基調報告 

①ロンドンオリンピック・パラリンピックにおける公共交通機関の対応からの

教訓 

竹島恵子（(公財)交通エコロジー・モビリティ財団） 

②ロンドンの経験から見た 2020 に向けた情報技術と情報提供のあり方 

金丸直義（NTT サービスエボリューション研究所） 

③競技場及び会場アクセスの調査と今後の課題 

川内美彦（東洋大学ライフデザイン学部） 

16:35-17:25 パネルディスカッション 

基調報告を受けて競技場等のアクセス調査と提言とりまとめ活動、現在見えて

きた課題などについて発言 

山嵜涼子（NPO 法人 DPI 日本会議・CIL 小平） 

高橋儀平（東洋大学ライフデザイン学部）       

17:25-17:30 まとめ                   秋山哲男(前出) 

 

 

※終了後は、以下プログラムを予定しております。 

17:40～ シニアチアのステージ 

18:00～ 学会賞等授賞式 
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オリパラから想起される諸問題 

東洋大学ライフデザイン学部人間環境デザイン学科 川内美彦 

 

バリアフリー法の問題点を考える 

障害者権利条約が批准され、バリアフリー法は時代に取り残された。 

差別とは差別的取り扱いと合理的配慮の不提供。 

この 2 つで実現しようとするのは、利用の実質。 

どちらが欠けても利用の実質は実現できない。 

これまでのバリアフリー法はハードで差別的取り扱いを除こうとしてきたが、 

いくらハードを整備しても、それだけでは利用の実質は担保されない（と世界は認識して

いるようだ）。 

米国 ADA や英国平等法では、差別をなくすための条件として合理的配慮が位置づけられて

いる。 

条約が批准され、国内法の整備が必要な今こそ、バリアフリー法の根本的な見直しが必要。 

 

建築・・・・・・8 月 9 日「国際協力・国際化」のセッションで（9:30-9:45） 

公共交通・・・・外国人の利用に焦点を当てて 

 

異なる事業者間での乗り換え 

都庁前駅（都営）から神楽坂まで行きたい。 

券売機上の地図では 280 円 

券売機のスクリーンには 270 円しか表示されていない。 

乗り換えボタンを押さなければならないことがわからない。 

 

羽田空港に着いた外国人が、これから都心で行動するのに安上がりだからとモノレー

ルの 1 日券を買って都心に行き、使えないと気づいた。 

 

パスモやスイカを空港で購入してもらうシステムが必要。 

ロンドンの例：オイスターカードはクレジットカードでチャージ可能。 

       使用済みのデポジットの返却もカード決済。 

 

JR の車いす指定席券の購入 

マルスに載っていないので、券売機では買えない。 

みどりの窓口で何時間かかるかわからない。 
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日本の事情を知らない、英語が通じない、スケジュールに制限がある観光客には使えない。 

2 日前まで。 

日本人でも使いこなせない。 

 

ハンドル型車いすの拒否 

証明書は外国人には利用できない。 

日本人でもほとんど使えていない。 

そもそもこの拒否が外国人には理解できない。 

ジュン・カイレス事件のように、日本の評判を著しく落とす。 

 

これが日本のおもてなしか。 
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オリンピック・パラリンピックにおける福祉のまちづくり～ロンドンから東京へ～ 

中央大学 研究開発機構 教授 秋山哲男 

概 要 

わが国では 2020 年の東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、パラリンピックで

は International Paralympics Committee（IPC：国際パラリンピック委員会）が策定したバ

リアフリーの基準を参考に日本版の交通、建築物、競技場、情報等のバリアフリーの基準の

策定が進行している。これらの日本版の基準がパラリンピックの施設整備の改修を進める根

拠になる。本論では、まず①パラリンピックの開催はいつ、どのように始まったかをの歴史

的経緯を整理する。次に、②ロンドンオリンピック・パラリンピックで適用した 3つの考え

方を整理する。この 3 つの理念は、オリンピック・パラリンピックに向けて、環境(サステイ

ナビリティ)に配慮し、すべての人に使いやすく(インクルージョン)、オリンピック以後も使

い続ける(レガシー)整備を目指したもので、東京においても十分使うことが可能な理念であ

る。最後に③我が国のパラリンピックの準備の動きと課題について整理する。 

１． パラリンピック開催のルール化 

国際パラリンピック委員会は1960年のローマオリンピックのころから少しずつ形ができはじめ、1964年の東

京オリンピックでは小規模ながら、第二回のパラリンピックが開催された。そして、1985年にパラリンピックが

正式名称となり、本部がドイツのボン市に設けられた(1997年）。2000年にはオリンピック終了後、引き

続いてパラリンピックを開催することが取り決められた。(参考文献１) 

表１ パラリンピックの歴史的な経緯 

西暦 出来事 内容 

1948年 ストーク・マンデビル

病院内でアーチェリー

大会を開催 

ロンドンオリンピックにあわせてストーク・マンデビル病院内で

16 名の車いす患者（英国退役軍人）によるアーチェリー大会を開

催。これがパラリンピックの原点である。 

1952年 第１回国際ストーク・

マンデビル大会 

大会は毎年開催され、1952 年にはオランダの参加を得て国際競技

会へと発展し、これが第１回国際ストーク・マンデビル大会とな

った（130 名が参加）。  

1960年 ローマ大会が IPC 設立

後に第１回パラリンピ

ック 

欧州５か国により国際ストーク・マンデビル大会委員会（ISMGC）

が設立された。ローマオリンピック開催時に国際ストーク・マン

デビル大会が開催され（23か国・400 名が参加）このローマ大会

が、IPC 設立後の第１回パラリンピックと位置づけた。  

1964年 第 2回パラリンピック 国際身体障がい者スポーツ大会は、東京オリンピック直後に 2 部

制で開催され、第 1部は、ローマ大会に続く国際ストーク・マン

デビル大会であり、第 2回パラリンピックに位置づけられた。 

1985年 パラリンピックが正式

名称 
IOC は国際身体障がい者スポーツ大会を「Paralympics(パラ

リンピックス)」と名乗ることに同意（オリンピックスとい

う言葉を名乗ることは禁止）した。 

1989年 国際パラリンピック委

員会(IPC)設立 

ドイツのデュッセルドルフの会議において国際パラリンピック委

員会が創設された。 

1997年 ドイツのボン市が IPC

の本部に 

ボン市は、築 100 年以上の歴史的な建物と改築費を提供し 1998 年

９月に IPC 事務局が始動した。 
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2000年 パラリンピック開催の

基本的合意 

サマランチ IOC 会長とステッドワード IPC 会長によって「オリン

ピック開催国は、オリンピック終了後、引き続いてパラリンピッ

クを開催しなければならない」ことが基本的に合意された。 

※参考文献：パラリンピックの歴史-日本障害者スポーツ協会

www.jsad.or.jp/paralympic/what/history.html 

３．ロンドンオリンピックの3つの理念 

2000 年までが、オリンピックの開催のルール化が主な仕事であったが、ロンドンオリン

ピックを見る限り、将来の都市と環境づくりの基本理念の策定とその実施に大きく舵を切っ

たと考えられる。その典型が、3つの理念（レガシー、サステイナブル・デベロップメント、

インクルージョン）に基づいてオリンピック・パラリンピックを進めたことである。(参考文

献２、３)                                         

2.1 レガシー                                        

レガシーとは『オリンピックパークの整備を通じて、貧困度が高いストラトフォード周辺

のエリアの地域再生を最大のレガシーと考えたことである。2008 年の「レガシー行動計画」

に基づき、五輪開催の 2012 年を一つの通過点として考え、中長期の視点に基づき整備を可

能な限り既存施設の利用を前提に考えたことである。 

仮に新規に建設する必要がある場合には、五輪後の利用方法とそのコストを十分に検討し、

施設整備を３つの考えかた、①「恒久施設」とすべきか、②「仮設施設」とすべきか、③「中

間的な施設（五輪後に改修、移築した上で利用）」とすべきか、を用いて判断したものであ

る。つまり、ロンドンの場合、都市の戦略として疲弊したストラトフォードの地域再生を基

本に、節約効果の高いオリンピック実現に向けてレガシーの概念を位置づけてきた。日本が

コンパクトと言いながら揺れ動いているのは、基本理念の欠如によるものと考えられる。       

2.2 インクルージョン                                     

インクルージョンとは、障害者であるか否か、社会的な立場、年齢、宗教、民族など様々

な違いを乗り越え、社会的な一体感を高めていこうとする取組みである。ロンドンの取り組

みは、①パーク内のバリアフリー化と②雇用のインクルージョンに努力を払っている。        

①パーク内及び施設のバリアフリー化：オリンピック・パラリンピック施設整備庁によっ

てインクルージブ設計基準（「Inclusive Design Standards」）を定め、これに基づき、パ

ーク内の通路の傾斜は 1/60 以下と非常に緩やかなものとした。また、障害者などがパーク

内を移動する際に一定間隔で休憩ができるよう 50m ごとにベンチを設置した。また車いすが

余裕をもって通行できるための通路幅（通常 1m 以上、すれ違い時 2m 以上等）が確保され、

施設内には車いす用の観戦スペースや更衣室も準備された。障害者のためのオーディオ設備

の貸出し、盲導犬のためのトイレも設置された。鉄道駅など交通インフラにおいても、段差

の解消、エレベーターの設置といったバリアフリー工事が積極的に行われた。            

②雇用のインクルージョン：建設工事は地元雇用や失業者雇用を積極的に推進し雇用目標を

設定した。25％は東ロンドンの住民から、10％は失業者から、25％はマイノリティ住民から、

5％は女性から、3％は障害者から、3％は見習い工（アプレンティスシップ）などである。      

以上のように、働く人の仕事場を公平の原則に基づいて確保したのが英国らしい気持ち良

さがある。日本もインクルーシブをしっかりやってほしいものである。               
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3.3 サステイナビリティ（sustainability）                           

サステイナビリティとは（持続可能性）、ロンドン五輪をかつてないほど環境に配慮した

大会にしようとする取組みである。2007 年の「持続可能な開発戦略」（Sustainable 

Development Strategy）」により汚染土壌の処理、緑地の整備、生物多様性の確保、発生す

る二酸化炭素の削減、省エネ建築物の整備、建設廃棄物のリサイクルなど、幅広い項目につ

いて環境対策を行った。                                   

オリンピックパークはかつての工業地域であり、まずは大規模な土壌の除染作業が必要で

あった。そのうえで、パーク全体 250ha のうち 105ha を緑地として確保し、南北の２カ所に

公園を整備した。生物多様性を確保では、パーク内の 45ha のエリアを野生動植物の生息域

として指定し、施設の屋根、橋梁の下などに巣箱や巣穴など人工装置を 700 以上設置した。      

日本の場合国立競技場の最近の設計とお金の話は何とも情けない。もう少し、都市環境に役

立つ話をしていただきたいものである。 

２． 我が国のパラリンピックに向けて 

(1) 理念の明確化：これからの、オリンピック・パラリンピックにおいて、まず最も重要な

のは英国の理念は優れているので、日本でもう一度使ってもよいと考える。例えば地域

資源を有効に使い、かつ将来にもその遺産を継続して使い続けること（レガシーとサス

テイナブル)や障害者の社会の参画を進める(インクルージョン・ユニバーサルデザイン)

ことが、明確に打ち出されてないことである。 

(2) 施設整備の技術指針の造り方：パラリンピックの準備に合わせて、技術基準の見直しが

始まっている。全体的 IPC をベースに議論を進めている。我が国のバリアフリーの水準

は欧米と比較し見劣りはしないが、アジア共通の狭い国に人口密度が高い状況での技術

基準の在り方が問われている。例えば、空間の狭さによる影響が大きいものとして、エ

レベータ、トイレ、通路などの空間デザインをどうするかである。 

(3) ICT の新たな技術の構築：バリアフリーの ICT の技術は実際に存在しているものは、聴覚

障害者向けのコミュニケーションのための TTY(電話リレーサービス)などや視覚障害者

の音声情報などがあるが。スマートフォンの発達や技術の進歩で、古い技術をどの様に

リプレイスするかである。つまり、ICT の急速な進歩に対して何がどこまでできるかが課

題である。 

参考文献 

１．参考文献：パラリンピックの歴史-日本障害者スポーツ協会

www.jsad.or.jp/paralympic/what/history.html 

２．秋山哲男・別府知哉：バリアフリーを中心とした社会インフラ整備と東京オリンピック・

パラリンピック、電子通信学会誌、平成 26 年 12月,Vol.97 No.12 pp.1060～1066 

３．在英国日本大使館：クイーン・エリザベス・オリンピックパーク整備(概要)、2014 年 3月 

 

 

 

 

 

-25-



1 
 

研究討論会 3 オリンピック・パラリンピックの競技場・交通・情報提供の課題と今後 

 

2020 東京オリパラに向けた施設整備の考え方 

＝近未来型ユニバーサルデザインの実現に向けて＝ 

 

東洋大学ライフデザイン学部人間環境デザイン学科 

髙橋儀平  

 

 

１．2020 オリパラの理念、方向性 

 

●高齢化が世界で最も進んだ国での開催である点を効果的に捉えたい。圧倒的多くのボラ

ンティアの出現が予想され、ハード、ソフトの両面で日本の将来を変えるチャンス。 

 

●2020 年は、権利条約の批准、障害者差別解消法の施行を踏まえた人権の確保、公平性

の確保など、日本が今後どのように権利条約を履行していくかを世界に表明する試金石の

大会。 

 

●新た都市、地域整備目標として、日本の現水準を勘案し、無理のない実現性と全ての利

用者が共生できる施設整備が求められる。 

 

２． 特に施設整備で強調したい点 

 

●オリンピック・パラリンピックの競技施設だけに目を向けず、周辺環境における施設整

備の将来的な方向性に配慮すべきである。特に、交通機関、観光地、店舗、商店街整備等

の改修や長期的整備目標が重要となる。 

 

●バリアフリー法、建築設計標準、旅客施設ガイドライン、東京都福祉のまちづくり条例、

バリアフリー条例の取り扱いは、基本的に平時を対象としているが、災害時の対応にも目

を配る必要があり、そのための施設でもある。 

 

●IOC、IPC、ISO その他の国際的な基準をわが国に適用する場合は単に数値比較ではな

く、各国で異なる基準の背景や実効的な基準の確保を考えるべきであり、将来の社会変動

についても十分に留意したい。 

 

●諸外国では当事者の参加も含めて日本のように継続的なアクセシビリティ運動が見当た

らない。このことに十分留意した施設整備を進めるべきである。 

 

●競技施設は、大会時、大会後により使われ方の変化・改修が求められる。フィールドや

観客席の総量変更等が行われる場合も少なくない。大会時には僅か 1 ヶ月間の臨時対応的

整備が避けて通れない。 
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●選手村施設は将来転用が基本。すなわち事後の住宅化、公共施設化、医療施設、福祉系、

教育施設への転用、商業施設への転用に十分に配慮しながら、整備を進めることが求めら

れる。これは既存競技施設の整備にも当てはまることである。 

 

●なによりも大切なのは、事業者、運営者、興行者の IPC 理念の理解、バリアフリー法の

理解、障がい者差別解消法の理解であり、様々な問題点やニーズを受け止める姿勢である。 

 

●日本のバリアフリー法ガイドラインや各条例基準には、オリパラ開催に不足している部

分も少なくない。例えば、観光施設、宿泊施設、技術はあるが標準的未整備としての情報

コミュニケーション技術など。 

この機会に、技術が定まっていないケース、業界仕様として定着していないケース、例

えば、建築主、事業者が営業上受け入れにくいと表明するケース、地域整備として無駄と

思われる単体規定等をすべて洗い出す必要がある。 

 

３．まとめ 

 

●オリパラを明確に通過点として位置づけた整備が競技施設及びその周辺施設に必要では

ないか。 
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